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様式第５号（第９条関係） 

三芳施発第８６８号 

令和８年３月２４日 

公募型プロポーザル方式による提案者募集に関する公表 

 

プロポーザル選定委員会 委員長 

 

三芳町プロポーザル方式業者選定実施要綱第８条の規定に基づき、下記のとおり提案

者を募集します。 

 

１ 目的 

 三芳町では、令和３年３月に「三芳町公共施設マネジメント基本計画」を改定してから

約５年が経過し、この間の社会情勢の変化等に対して改めて点検する時期にある。 

本業務では、公共施設に係る基本情報を更新するとともに国の指針等や様々な社会状況

の変化などを踏まえて、また、三芳町の将来像を見据えて、公共施設の在り方を検証し、

社会情勢や町民ニーズに即した公共施設マネジメントを実現するため、「三芳町公共施設マ

ネジメント基本計画」の見直しを行うことを目的とする。 

この実施要領は、公共施設マネジメント基本計画改定等支援業務委託（以下「本業務」

という。）の受託候補者を公募型プロポーザル方式（以下「本プロポーザル」という。）に

より選定するために必要な事項を定める。 

 

２ 業務概要 

(1) 業務名    公共施設マネジメント基本計画改定等支援業務委託 

(2) 契約期間   契約締結日から令和９年（２０２７年）３月１９日まで 

(3) 業務内容   「公共施設マネジメント基本計画改定等支援業務委託仕様書」の 

とおり 

(4) 委託予定額  上限予算額１３，４８６千円（税込）とする。 

(5) 業務所管課  三芳町 施設マネジメント課 

 

３ 実施スケジュール 

項目 日程 備考 

①企画提案者募集開始 令和８年３月２４日(火) ＨＰへの掲載 

②参加申込書に関する質問書提出期限 令和８年３月３０日(月) 午後３時まで 

③質問書への回答 令和８年４月 ３日(金) ＨＰへ公開 

④参加申込書提出期限 令和８年４月 ９日(木) 午後３時まで 

⑤企画提案者選定・提案依頼通知 令和８年４月１３日(月) メール送付 

⑥質問書提出期限 令和８年４月１７日(金) 午後３時まで 

⑦質問書への回答通知 令和８年４月２１日(火) メール回答 

⑧提案書提出期限 令和８年５月１３日(水) 午後３時まで 
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⑨審査(プレゼンテーション及びヒアリング) 令和８年５月２０日(水) 予定 

⑩企画提案書の特定・非採用通知 令和８年５月２５日(月) 予定 

⑪企画提案書の特定結果公表 令和８年５月２５日(月) 予定 

 

４ 参加申込書に関すること 

(1) 参加申込書の作成様式 

参加申込書（三芳町プロポーザル方式業者選定実施要綱様式第６号）、技術資料(様式

第 13 号)及び(4)⑧の資格取得が分かる資料 

また、三芳町の資格者名簿に登載されていない場合は次に掲げる書類を併せて提出し

なければならない。 

①登記事項証明書（発行後 3 か月以内のもの） 

②営業所表（様式第 14号） 

③委任状（様式第 15 号。ただし、対象業務において代理人を置く場合に限る。） 

④財務諸表（直前決算のもの。貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書） 

 

(2) 参加申込書作成に関する質問・回答 

①質問方法：文書(Ａ４版任意様式)により行うものとし、電子メールで送信するものと

する。なお、文書には担当窓口の部署、氏名、電話・ＦＡＸ番号、メールア

ドレスを記載するものとする。 

②提出先アドレス：kanzai@town.saitama-miyoshi.lg.jp 

③質問受付期限：令和８年３月３０日(月)午後３時まで 

④回答期限：質問に対する回答は令和８年４月３日(金)までに、町ホームページに公表

するものとする。 

 

(3) 提出期限、場所及び方法 

①提出期限：令和８年４月９日(木)午後３時００分 

②提出場所：三芳町施設マネジメント課 管財契約担当 

埼玉県入間郡三芳町大字藤久保１１００番地１ 

三芳町役場本庁舎４階 

③提出方法：持参または郵送による提出とする。ただし、提出期限必着とし、郵送の 

場合は必ず到着を確認するものとする。 

 

(4) 参加申込の資格要件 

①地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の 4の規定に該当しないこと。 

②基準日（令和８年４月９日）申込書提出期限時点で、令和 7・8 年度三芳町工事等

競争入札参加資格者名簿に登録され、かつ令和 7・8 年度同名簿への登録又は、更

新申請が完了していること。 

③国税、地方税を滞納していないこと。 

④破産法（平成 16 年法律第 75 号）の規定に基づく破産手続開始の申立て、民事再生
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法（平成 11 年法律第 225 号）の規定に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生

法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更正手続開始の申立てがなされていないこ

と。 

⑤会社の実績として、過去１０年以内に国又は地方公共団体との契約でいずれかを満

たす業務実績があること。 

ア 同種の業務実績(公共施設マネジメント基本計画策定・改定業務) 

イ 類似の業務実績(公共施設等総合管理計画策定・改定業務、公共施設再配置・ 

再編計画策定・改定業務、個別施設計画策定・改定業務) 

⑥業務責任者の実績として、過去１０年以内に国又は地方公共団体との契約でいずれ

かを満たす業務実績があること。 

ア 同種の業務実績(公共施設マネジメント基本計画策定・改定業務) 

イ 類似の業務実績(公共施設等総合管理計画策定・改定業務、公共施設再配置・ 

再編計画策定・改定業務、個別施設計画策定・改定業務) 

⑦次に掲げるいずれかの資格を有する者１名を管理技術者として配置できること。 

ア 技術士（建設部門：都市及び地方計画） 

イ 技術士（総合技術監理部門：建設一般並びに都市及び地方計画） 

ウ 一級建築士 

⑧次に掲げる資格を取得していること。 

ア 情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS：JISQ27001） 

イ 個人情報保護マネジメントシステム（プライバシーマーク：JISQ15001） 

 

５ 提案者の選定に関すること 

(1) 企画提案者の決定 

 次の評価項目により選定委員会で提案者を選定する。参加資格を満たすと判断された事

業者が６者以上であった場合は上位５者程度に選定する場合がある。 

選定結果は、選定委員会(所管課)から通知する。 

評価項目 評価の視点 評価の指標 

経営状況 経営状況は健全であるか 売上高、利益 

履行保証力 履行保証の面で心配がないか 自己資本比率等 

業務遂行力 業務遂行体制は妥当か 企業の技術者数等 

業務経歴 
当該業務を遂行するために必要な知

識・経験を有しているか 
同種・類似業務の実績等 

専任性 
当該業務に専念できる時間が十分あ

るか 
手持ち業務量等 

実施体制 実施体制はどうか 従事予定者数 

 

(2) 非選定理由に関する事項 

参加申込書を提出した者のうち、提案者として選定されなかった者に対しては、非選

定理由を書面により、選定委員会(所管課)から通知する。 
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６ 提案書の作成に関すること 

(1) 提案書の作成様式、提出部数 

任意の様式による提案書（Ａ４版）      １２部 

※正本１部、副本１１部とし、副本については社名を記入せず、提案者が特定されない

状態で提出すること。 

同内容のＰＤＦデータによるＣＤ－ＲＯＭ    １部 

 

(2) 記載上の留意事項 

以下の項目は必須とする。 

・本業務に関する取組と実施手順、作業工程 

・仕様書等を踏まえた上での独自の分析手法や検討プロセス 

・仕様書等を踏まえた上での成果及び最終成果物のイメージ 

・本町と受託者との役割分担 

・本業務の実施体制と従事するメンバーの実績及びスキル 

・参考見積書(本提案書に基づく業務仕様書及び内訳書) 

これら以外の項目についても有益な提案を募集する。 

※提案書はボリュームを評価の対象としないため、読み易さ（文字サイズは原則１１ 

ポイント以上）や分かり易さに留意すること。 

※提案内容については、社内にて十分に審査し、実現性を担保した内容とすること。 

 

(3)提案書の作成に関する質問・回答 

①質問方法：文書(Ａ４版任意様式)により行うものとし、電子メールで送信するもの

とする。なお、文書には担当窓口の部署、氏名、電話・ＦＡＸ番号、メ

ールアドレスを記載するものとする。 

②提出先アドレス：kanzai@town.saitama-miyoshi.lg.jp 

③質問受付期限：令和８年４月１７日(金)午後３時まで 

④回答期限：質問に対する回答は令和８年４月２１日(火)までに、すべての提案者の

担当連絡先にメールで送付するものとする。 

 

(4) 提案書の提出期限、場所及び方法 

①提出期限：令和８年５月１３日(水)午後３時まで 

②提出場所：三芳町施設マネジメント課 管財契約担当 

       埼玉県入間郡三芳町大字藤久保１１００番地１ 

       三芳町役場本庁舎４階 

③提出方法：持参または郵送による提出とする。ただし、提出期限必着とし、郵送の 

場合は必ず到着を確認するものとする。 

 

(5) 提案のプレゼンテーション 
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①発 表 日：令和８年５月２０日(水)予定 

②発表場所：三芳町役場本庁舎 

③発表方法：プレゼンテーション及びヒアリングによる提案説明 

※プレゼンテーションの方法は任意とする。パソコン等の電子機器を使用する場合は

事前に協議する。 

④発表時間：発表２０分以内 質疑１５分程度 

 

(6) 提案書を採用するための評価基準 

①業務遂行能力・保有技術力に対する評価 

評価項目 評価の視点 評価の指標 

企画提案者の業務

経歴 

業務遂行のために、必要な知識・

経験を有しているか 
同種又は類似業務の実績数 

実施体制 業務遂行のために必要な実施体

制を用意しているか 
従事予定者数 

業務責任者の実

績・専任性 

業務遂行のために、必要な知識・

経験を有しているか 
同種又は類似業務の実績数 

当該業務に専任できる時間が十

分にあるか 
手持ちの業務量 

担当者の実績・専

任性 

業務遂行のために、必要な知識・

経験を有しているか 
同種又は類似業務の実績数 

当該業務に専任できる時間が十

分にあるか 
手持ちの業務量 

 

②提案内容に対する評価 

評価項目 評価の視点 評価の指標 

業務の理解度 本町の意図するところを、きちんと把

握しているか 

取組方針の内容 業務に対する

取組み姿勢と

意欲 

業務に対する取組み姿勢が適切で、意

欲があるか 

企画提案書 

企画提案書は分かり易いか 提案書のまとめ方 

実施手順と取組み手法は妥当か 実施手順、作業工程 

既存計画及び本町の現状を把握し、的

確な検討プロセスとなっているか 

分析手法、検討プロセス 

業務成果が明確であるか 成果及び最終成果物のイメージ 

基本計画の進捗状況の検証 公共施設等の現状・課題の整理に

ついての具体的な提案 

データ等の時点更新 基礎データの更新や施設評価の手

法 
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基本計画の改定 本町の状況を踏まえた計画見直し

の提案 

検討会議等の運営支援 検討部会、推進会議対応等につい

て専門的な知識を生かした運営サ

ポートの提案 

独創性がある有益な提案であるか 仕様書にない独自の提案 

 

③参考見積価格 

評価項目 評価の視点 評価の指標 

見積書 見積価格の妥当性 積算範囲、価格の設定 

 

④プレゼンテーション・ヒアリングの評価 

評価項目 評価の視点 評価の指標 

説得力 説明が論理的で納得できるか 

プレゼンテーション内容 
資料調整能力 

プレゼンテーション資料が分かり易

いか 

協調性 
冷静に議論できるか、意思疎通が容

易かどうか 
質問に対する受け答え姿勢 

 

(7) 提案者の内定方法 

三芳町プロポーザル方式業者選定実施要綱第14条に基づき、プロポーザル選定委員会

の審査を経て、提案者を内定する。 

 

(8) 提案書の不採用理由に関する事項 

提出した提案書が採用されなかった者に対しては、採用されなかった旨とその不採用

理由を書面により、審査委員会(所管課)から通知する。 

 

７ 提案の内定者に関すること 

所管課と内定者は、発注業務の仕様内容について協議し、その内容を決定する。そし

て、所管課は、業務仕様内容が決定し、業務の発注が整った段階で、当該業務の契約を

内定者と随意契約により契約を締結する。 

なお、この契約については、地方自治法第211条の規定による議決を得た後に令和8

年度予算が確定した場合を前提とします。 

 

８ 本公表内容についての問い合わせ先 

 三芳町施設マネジメント課 管財契約担当 

〒３５４－８５５５ 埼玉県入間郡三芳町大字藤久保１１００番地１ 

 三芳町役場本庁舎４階 

 ℡：０４９－２５８－００１９（内線４１７） 
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 e-mail：kanzai@town.saitama-miyoshi.lg.jp 

 

９ その他留意事項 

(1) 提出期限までに参加申込書を提出しない者及び提案者に選定された旨の通知を受

けなかった者は、提案書を提出することができない。 

(2) 参加申込書及び提案書の作成及び提出に関する費用は、提案者の負担とする。 

(3) 参加申込書及び提案書に虚偽の記載をした場合には、参加申込書及び提案書を無効

とし、その提出者を失格とする。 

(4) 提出期限後における参加申込書及び提案書の差替え及び再提出は認めない。 

(5) 提出された参加申込書及び提案書は返却しない。なお、提出された参加申込書及び

提案書は、提出者に無断で使用しない。 

(6) 選定経過の透明性を確保するため、必要な限度で参加者ごとの評価結果を事後に公

表することがある。 

(7) 本プロポーザルに関して、参加申込者・提案事業者が１社の場合であっても、プロ

ポーザル選定委員会において、内容の審査を行い、選定の可否を決定する。 

(8) 提出された提案書等は、審査等の過程において複製する場合がある。 

 

 

 

以 上 
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